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に
お
け
る
新
会
員
の
受
付
を
４
月

30
日
で
終
了
し
ま
す
。
な
お
、
育

児
援
助
活
動
は
、
今
ま
で
ど
お
り

続
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

彦
根
市
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

☎
24-

３
９
２
０
番
、

市
民

交
流
課
☎
30-

６
１
１
３
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

ご
注
意
く
だ
さ
い

祝
日
の
ご
み
収
集

　

４
月
、
５
月
は
、
国
民
の
祝
日

が
多
く
な
り
ま
す
。
ご
み
の
収
集

日
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
左
の
表
の
３
日
と
も
、

清
掃

セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接
搬
入
は
で

き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先
　

清
掃
セ
ン

タ
ー
管
理
課
☎
22-

２
７
３
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番

　

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く「
土

砂
災
害
警
戒
区
域
」「
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
」
が
、
市
内
の
３
か

所
で
追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た
。（
お

よ
そ
の
場
所
は
左
の
地
図
の
と
お
り
）

　

こ
の
う
ち
「
土
砂
災
害
警
戒
区

域
」
に
指
定
さ
れ
る
と
、
市
が
警

戒
避
難
体
制
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」

で
は
、
特
定
の
開
発
行
為
に
対
し

て
許
可
が
必
要
に
な
っ
た
り
、
建

築
物
の
構
造
の
規
制
や
移
転
の
勧

告
が
行
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
詳
し

く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
道
路
河
川
課
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

道
路
河
川
課

☎
30-

６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

５
２
１
１
番
、
湖
東
地
域

振
興
局
建
設
管
理
部
管
理
調
整

課
☎
27-

２
２
５
４
番
（
警
戒

避
難
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は

総
務
課
☎
30-

６
１
０
０
番
へ
）

里
根
町
・
幸
町
　

土
砂
災
害
警
戒

区
域
　

１
か
所
（
土
石
流
）

里
根
町
　

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
を
含
む
警
戒
区
域
　

２
か
所

（
急
傾
斜
）

農
業
濁
水
を
流
さ
な
い
で

　
　
　

田
植
え
前
の
強
制
落
水
は

　
　
　

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

　

代
か
き
や
田
植
え
の
時
期
が
近

づ
い
て
き
ま
し
た
。
農
家
の
皆
さ

ん
に
は
忙
し
い
時
期
で
す
。

　

こ
の
時
期
、
農
作
業
に
よ
る
濁

水
が
流
出
す
る
と
、
び
わ
湖
の
水

質
を
悪
化
さ
せ
、
魚
な
ど
、
生
き

物
が
住
み
に
く
く
な
り
ま
す
。「
環

境
こ
だ
わ
り
農
業
」
を
目
指
し
て
、

近
江
米
生
産
者
と
し
て
の
自
覚
を

持
ち
、
濁
水
を
流
さ
な
い
農
業
を

実
践
し
ま
し
ょ
う
。

◆
け
い
畔
の
点
検
、
あ
ぜ
塗
り
、

ま
た
は
あ
ぜ
シ
ー
ト
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
。

◆
代
か
き
は
浅
水
で
行
い
濁
水
を

流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
田
植
え
前
の
強
制
落
水
は
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先
　

農
林
水
産
課

☎
30-

６
１
１
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

９
６
７
６
番

母
子
健
康
手
帳
お
よ
び

母
子
健
康
手
帳
別
冊
の
交
付

　

妊
娠
が
分
か
っ
た
ら
、
母
子
健

康
手
帳
を
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
妊

娠
中
の
健
康
管
理
や
出
産
、
育
児

の
記
録
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

交
付
場
所
　

健
康
管
理
課
（
平
田

町
・
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

交
付
時
間
　

毎
週
水
曜
日
（
祝
日
は

除
く
）
の
午
前
８
時
30
分
〜
正

午
。
保
健
師
が
対
応
し
、
ご
相

談
に
も
応
じ
ま
す
。

※
都
合
の
悪
い
場
合
は
、

健
康

管
理
課
、

市
民
課
、
支
所
、

各
出
張
所
で
、
月
〜
金
曜
日
の

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
（
祝
日
を
除
く
）
に
手
続
き
で

き
ま
す
。

必
要
な
物
　

妊
娠
届
出
書
（
か
か

り
つ
け
産
科
医
院
（
病
院
）
で
発
行

さ
れ
ま
す
が
、
お
持
ち
で
な
い
人
は
、

健
康
管
理
課
へ
申
し
出
て
く
だ
さ

い
）、
印
鑑
。

※
外
国
語
版
（
英
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

な
ど
）
の
母
子
健
康
手
帳
が
必
要

な
人
は
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

健
康
管
理
課

☎
24-

０
８
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

５
８
７
０
番

「
広
報
ひ
こ
ね
」
な
ど
の

配
布
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

「
広
報
ひ
こ
ね
」
を
始
め
と
す
る

市
か
ら
の
全
戸
配
布
文
書
は
、「
広

報
ひ
こ
ね
」
４
月
15
日
号
分
か
ら
、

自
治
会
へ
の
加
入
の
有
無
や
住
民

登
録
の
有
無
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、

市
内
の
全
戸
と
事
業
所
（
原
則
と
し

て
配
布
を
希
望
す
る
事
業
所
）
に
、
自

治
会
ま
た
は
彦
根
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
配
布
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

ま
ち
づ
く
り

推
進
室
☎
30-

６
１
１
７
番
、

総
務
課
☎
30-

６
１
０
０
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

新
会
員
の
受
付
を
終
了
し
ま
す

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
は
、
仕
事
と
家
庭
生
活
の

両
立
を
支
援
す
る
た
め
、
現
在
、

育
児
援
助
活
動
と
介
護
援
助
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
、
事

業
の
見
直
し
を
行
い
、
介
護
援
助

活
動
を
８
月
31
日
で
終
了
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
介
護
援
助
活
動

土
砂
災
害
（
特
別
）
警
戒
区
域
が
追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た


